
 

スプリンクラー設備の設置義務がある 

(６)項ロ又は(６)項ロを含む(16)項イ 

 

① (６)項ロを含む(16)項イにあっては、 

(６)ロ部分のみの床面積をいう。 

 

② (６)項ロを含む(16)項イは該当しない。 

 

③ 共同住宅の一部に(６)項ロが存するも

の。 

 

 

(５)項ロ及び(６)項ロ以

外の用途が存しない

(16)項イ 

or or 

YES 

YES 

YES 

  

NO 

NO 

NO 
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② 

③ 

(６)項ロ部分の床面積が

1,000 ㎡以上 

 

(６)項ロの単一用途 

 

 

 

  

「消防法施行規則第１２条の２」適用規定の判定フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

     第１項第１号     第１項第１号   第１項第１号   第１項第２号 

      

                     第３項      第２項 

各規定に適合するかどうかの判

定は、該当規定欄をクリックして

ください。 

なお、「第１項第２号」の規定は

1,000 ㎡以上にのみ適用すること

ができる従来の規定であるため、

今回はご紹介を省略させていただ

きます。 

「スプリンクラー設備を設置す

ることを要しない構造」への適合

を検討する際、どの規定を適用で

きるかを判定するフローチャー

トです。 

 



① 入居者等の利用に供する居室だけではな

く、全ての居室を区画する必要があること。 

  なお、当該区画は 100 ㎡以下、かつ、区

画内の居室は３室以下であること。 

 

② 地上に通ずる主たる廊下その他の通路は

準不燃材料、その他の部分は難燃材料とする

こと。 

 

③ 第２項第２号の詳細については、 

 

 

⑤ 廊下と階段とを区画する部分以外の開口

部には防火シャッターは設けることができ

ないこと。 

  また、消防法施行規則第 12 条の２第１項

第１号ニ(イ)、(ロ)の構造を満たすものでも

可であること。 

「第１項第１号」適合判定フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

                                                         第２項第２号の規定を参照のこと。

 基準に適合しない 

1,000 ㎡未満の 

(６)項ロ又は(６)項ロを含む(16)項イ 

居室を準耐火構造の壁

及び床で区画 

 

区画の壁･床に設ける開口

部は合計８㎡以下､かつ､一

の開口部は４㎡以下 

④の開口部は随時開く

ことができる自動閉鎖

装置付きの防火戸 

 基準に適合し､ＳＰの設置不要 

内装制限を実施 
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YES 
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第２項第２号に適合 

 



 

② 「入居者等の利用に供する居室」とは、も

っぱら職員が使用するための居室以外の居

室をいう。 

 

③ 地上に通ずる主たる廊下その他の通路は

準不燃材料、その他の部分は難燃材料とする

こと。 

 

④ 第２項第２号の詳細については、 

 

 

「第２項」適合判定フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２項第２号の規定を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

内装制限を実施 

 

 

延べ面積が 

100 ㎡未満 

「入居者等の利用に供

する居室」が避難階のみ

に存する 

 

 
④ 

 
基準に適合し､ＳＰの設置不要 

 
基準に適合しない 

単一用途である(６)項ロ 

 

① 

② 

③ 

YES 

YES 

YES 

YES 

NO 

NO 

NO 

NO 

内装制限を実施 

 

第２項第２号に適合 

 



 

② 第３項各号の規定については、 

 

「第３項」適合判定フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第３項各号の規定を参照のこと。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(５)項ロ及び(６)項ロ以外の用途が存しない

(16)項イ 

YES 

(６)項ロの部分の床面

積が 275 ㎡未満 

 

 
基準に適合し､ＳＰの設置不要 

 
基準に適合しない 

NO 

NO 

YES 

① 

② 第３項第１号～第７号

の規定に適合 

 



 次の①から⑦及び★に適合するものであること。 

 

① 全ての居室を壁、柱、床及び天井（天井のない場合にあって

は屋根）で区画する。 

 （第２項第２号本文関係） 

② ①の区画の出入口には、随時開くことができる自動閉鎖装置

付きの戸を設ける。 

 （第２項第２号本文関係） 

③ 煙感知器を設けられない場所を除き、煙感知器を設けること。 

 （第２項第２号イ） 

④ 「入居者等の利用に供する居室」に、関係者が屋内及び屋外

から容易に開放することができる開口部を設けること。 

 （第２項第２号ロ関係） 

⑤ ④の開口部は、道又は道に通じる幅員１m 以上の通路その他

の空地に面したものであること。 

 （第２項第２号ハ関係） 

⑥ ④の開口部は、その幅、高さ及び下端の床面からの高さその

他の形状が、入居者等が内部から容易に避難することを妨げる

ものではないものであること。 

 （第２項第２号ニ関係） 

⑦ 入居者等の利用に供する居室から２以上の異なった避難経路

を確保していること。 

 （第２項第２号ホ関係） 

 

★ ①から⑦に適合するほか、避難告示に算定される「避難に要

する時間」が、「火災発生時に確保すべき避難時間」を超えない

ものであること。 

  

 

 

※ 廊下が食堂以外の「入居者等の利用に供する居室」からの避

難経路となっているため、廊下と食堂を区画することが望ましい。 

                                               「第 1 項第 1 号」適合判定フローチャートに戻る 

「第２項第２号」の規定     「第２項」    適合判定フローチャートに戻る  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ⇒「避難に要する時間」の算定方法は、 

                                                         避難告示の規定による算定方法を参照のこと。

入居者等の居室 

 

共用室 事務室 廊下と一体の食堂 ※ 

Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

廊下 

屋外 

道路 

道路境界線 

① 
② 

③ ④・⑥ 

⑤ 
⑦ 

⑦ 

Ｓ 

屋外 

１ｍ 



「第３項」適合判定フローチャートに戻る 

第３項各号の規定

 次の①から⑥及び★に適合するものであること。 

 

① (６)項ロの用途に供する各住戸（以下「特定住戸」

という。）を準耐火構造の壁及び床で区画する。 

  なお、各特定住戸の床面積は100㎡未満であること。 

 （第３項第１号・７号） 

② 特定住戸の主たる出入口は、「特定共同住宅等の構

造類型を定める件（平成 17 年消防庁告示第３号）」第

４(４)に規定する開放廊下等に面していること。 

 （第３項第２号） 

③ ②の出入口は、随時開くことができる自動閉鎖装置

付きの防火戸とすること。 

（規則第 12 条の２第１項第１号ニ(イ)、(ロ)の構造を

満たすものでも可。） 

（第３項第３号） 

④ 規則第 12 条の２第３項第５号に規定する通路は、

居室を通過しないものであること。 

 ※当該通路にキッチンが設けられている場合は不可。 

 （第３項第５号、避難告示第４第１号） 

⑤ ④の通路に面する各居室の開口部は、不燃材料で造

られた、随時開くことができる自動閉鎖装置付きの戸

を設けたものであること。 

 （第３項第５号、避難告示第４第２号） 

⑥ 居室及び通路には煙感知器を設けること。 

 （第３項第６号関係） 

★ ④の通路は準不燃材料で、その他の部分は難燃材料

で内装を仕上げること。 

(６)項ロ部分 

（特定住戸） 

寝室 

②開放廊下 

隣地境界線 又は 他の建築物等の外壁 

防 

Ｓ 

防 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

トイレ 

浴室・洗面所 

書斎 

LDK 

④ 

通路 

(６)項ロ部分 

（特定住戸） 

(５)項ロ部分 

（一般住戸） 

① 
③ 

⑥ 

⑤ 

② 



                                                       「第２項第２号」の規定に戻る 

避難告示の規定による算定方法 

凡例     ： 介助者の移動距離 

         ①、③ 

       ： 入居者等を介助して避難す

る移動距離 

         ②、④ 

 

・ 介助者の移動距離にあっては、介助者が最

も滞在時間が長い居室の最遠の部分を起点と

し、起点からの経路は最短経路とすること。 

なお、入居者を屋外まで介助して避難させ

た後、他の入居者等の居室※へ至る経路のう

ち、屋外を移動する距離についても含むもの

であること。 

 ※「入居者等の居室」とは、通常入居者等が

存する居室のことであり、食堂等の共用室

は含まれない。 

 

・ 入居者等を介助して避難する移動距離にあ

っては、居室からの避難経路となる避難口か

ら最遠の部分を起点とし、起点からの経路は

最短経路とすること。 

入居者等の居室 

 

入居者等の居室 

 

事務室 

 

食堂 

 

廊下 

 

① 

② 

③ 

④ 


